
担当者名

住所

TEL FAX

住所

TEL FAX

最大粒径10mm以下
細粒分10%以下

上北山村役場（９地区）

天川村役場（８地区）

旧大塔村役場（７地区）

川上村役場（６地区）

下市町役場（５地区）

橿原市役所（４地区）

奈良県

RM-30

宇陀市役所（２地区）

大和郡山市役所（１地区）

奈良県

備 考

下北山村役場（１１地区）

十津川村役場（１０地区）

RM-25

再生コンクリート砂※２
最大粒径10mm以下
細粒分50%未満

再生粒度調整砕石※１
品 名

価 格 調 査 票
貴 社 名

工 場 所 在 地

年間生産量（㎥/年）

日当たり出荷可能数量(㎥/日)

単位体積重量（t/㎥）

記 載 項 目

価格について(円/㎥)※税抜価格を記載ください。

生産量について

RM-40

工場価格

事務所所在地

曽爾村役場（３地区）

現
着
価
格



注：現場着価格（荷卸含む）ではない場合は備考欄に荷卸し条件をご記入ください。
注：搬出先については以下の通りです。（別添地図を参照ください。）

注： 令和7年4月1日 までの適用価格をご記入ください。

【６地区】川上村役場

細粒分

５０％未満

１０％以下

吉野郡下市町大字下市1960

橿原市八木町1丁目1-18

宇陀郡曽爾村大字今井495-1

宇陀市榛原下井足17-3

住所

※１　再生粒度調整砕石の規格は、舗装再生便覧（日本道路協会 平成22年11月）に準拠するものとする。
※２　再生コンクリート砂は、基礎材として使用するコンクリート塊から製造した砂のことで、最大粒径及び細粒分（75μm以下）の含有率（重量
　　　百分率）は以下の基準を満たすものとする。

下水道における管路部の基礎材

【１地区】大和郡山市役所

令和7年9月30日から

【８地区】天川村役場

【２地区】宇陀市役所

【３地区】曽爾村役場

【５地区】下市町役場

【９地区】上北山村役場

【10地区】十津川村役場

【11地区】下北山村役場

【７地区】旧大塔村役場

１０ｍｍ以下

１０ｍｍ以下

最大粒径

↓裏面に続きます。

【４地区】橿原市役所

地区

電線共同溝における管路及びます部の基礎材

用途

吉野郡下北山村寺垣内983

吉野郡十津川村大字小原225-1

吉野郡上北山村大字河合330

吉野郡天川村大字沢谷60番地

五條市大塔町辻堂41番地

吉野郡川上村大字迫1335-7

大和郡山市北郡山町248-4


